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市・県民税の申告時期になりました  

申告相談期間は２月１６日～３月１５日です。新免三坂は初日の２月１６日(木)です。

申告が必要な人は期間内に忘れずに申告しましょう。詳しくは「広報しょうばら」１月号
をご覧ください。 

農業所得申告に関しては、次の書類が振興センターにありますのでご活用ください。 

◆農業所得「収支計算の手引き」◆収支内訳書  ◆月別集計表 

 
女性部研修についてのお知らせ 
１月２７日（金）に予定していた女性部研修「災害時の炊き出しについての講座とボッ

チャ体験」は大雪と寒波の影響により足元が心配なため延期しました。再度申し込みを

受け付けますのでお誘い合わせて皆さんご参加ください。 

○日時：３月１５日（水）午後１時３０分から午後３時３０分 〇場所：振興センター 

〇内容：・「災害時の炊き出しについて」講座（炊き出し実習は行いません） 
    （講師）広島県自主防災アドバイザー 

   ・「ボッチャ体験」(感染対策を講じてルールを独自にアレンジして行います) 

〇申込：３月８日（水）までに振興センターへ（☏2-2252） 
※片道 200 円で送迎をご利用できます。ご希望の方はお申し込みください。 

※ほろかポイントを進呈しますので、ほろか/なみかカードをお持ちください。 

 

市民タクシーの利用状況のご報告  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  

新坂地区では、エクシードタクシーさんと契約し、三坂上郷、三坂中郷、三坂下郷、
郷原近屋谷、宇那田大木、新免の 6つの地区に分かれて運行しています。各地区の世話

人さんに事務をしていただいています。市民タクシーは自宅から乗れて目的地までダイ

レクトに行けて便利です。「買い物して重たい荷物があっても楽」と利用者の方の声があ
ります。お誘い合わせてみなさんぜひご利用ください。 

今年度 4 月から 12月末までの利用状況をご報告します。１か月ごとの往復利用回数

を表にしています。 

※利用するには登録が必要で

す。振興センターへご連絡く

ださい。 

 

 

 三坂上郷 三坂中郷 三坂下郷 郷原近屋谷 宇那田大木 新免 

４月 0 0 1 0 2 1 
５月 0 0 1 0 0 1 
６月 0 0 1 0 0 1 
７月 0 0 1 0 0 1 
８月 0 0   0.5 0 0 2 
９月 0 0 0 0 1 1 
10月 0 0 0 0   0.5 4 
11月 1 0 0 0 0 7 
12月 0 0 0 0 0 2 
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